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第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物（その一部が住宅の用途以外の

用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部

分を除く。以下この条において「住宅」という。）の関係者は、次項の規定に

よる住宅用防災機器（住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備で

あつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の設置及び維持

に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければなら

ない。 
２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予

防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 
 


